
宿泊事業者部会（石巻部会）について R7.1.10 宮城県東部地方振興事務所

宿泊施設数
内訳

委員数
内訳

ホテル 旅館 民宿等 ホテル 旅館 民宿等

石巻市 119 19 35 65 5 2 2 1

東松島市 21 2 5 14 ３ 1 1 1

女川町 15 4 7 4 ２ 1 1

計 155 25 47 83 10 4 3 3

Ⅰ 委員選定方法

１ 委員数の調整
① 事務局でたたき台（委員数）を作成する。

② 圏域会議で委員数について意見聴取、それをもとに決定する。

２ 委員の調整
① 候補事業者について、市町及び観光協会等へ照会する。

② 事務局において調整する。（委員候補者への打診、就任依頼、等）

Ⅱ スケジュール
1月10日 圏域会議（委員数の意見聴取）
1月中旬 市町等への照会
1月下旬 委員候補者への打診（個別訪問）
2月下旬 部会開催

委員数案（たたき台）
・宿泊施設数を参考に市町毎の委員数を配分
・宿泊施設の種類ごとのバランスを考慮

※要配慮事項等
・宿泊施設の規模 ・DX化の取組に関する進捗状況 等


